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1 [bookmark: _Toc216969702]調達の概要
1.1 [bookmark: _Toc216969703]業務名称
令和８年度　三重県立学校における電子黒板機能付きプロジェクタの整備

1.2 [bookmark: _Toc216969704]本調達の目的
本事業は、県立学校にて生徒一人一台端末等を利用したICT教育を行うための環境を整備するため、三重県立学校へ電子黒板プロジェクタを設置し、併せて黒板をプロジェクタ利用に適したホワイトボードへ張替を行うことを目的とする。

1.3 [bookmark: _Toc216969705]契約形態
(1) 調達するすべてのハードウェア、ソフトウェア等を買い取りで調達する。
(2) 本調達による機器納入に伴う、納入機器の設計、設置、各種設定変更、既存機器等の接続、およびこれに関連する業務を付帯作業の範囲とする。
(3) 納入機器の設置、設定、ならびに安定稼働までの期間についての保守、障害回復等の各作業を納入業者の付帯作業とする。
(4) 構成を実現するためにパッケージソフトウェア等、ソフトウェア製品を用いる場合については、それらソフトウェア製品を合わせて納入とする。

1.4 [bookmark: _Toc216969706]納入機器
本調達で納入する物品を以下に示す。
表 1-1 構成一覧
	設置場所
	機器名
	内容

	県立学校
（３校）
	電子黒板機能付き
プロジェクタ
	電子黒板機能を備え、パソコン等の端末や書画カメラ等の映像をスクリーンに拡大表示する機器。
各教室等の黒板上部へ壁掛けにて設置する。

	
	スイッチボックス
	電子黒板機能付きプロジェクタの操作（電源のON/OFF、入力ソースの切替、音量の調整）インターフェースをまとめた機器。
各教室等の黒板横または下へ設置する。

	
	ホワイトボード張替
	学校に設置されている黒板を、プロジェクタの利用に適したホワイトボードへと張り替える



1.5 [bookmark: _Toc216969707]検査完了
機器・ドキュメント類納入期限から７日間を本県職員による検査確認期間とし、履行確認書の交付をもって検査完了とする。
(ア) 機器納入期限	令和９年３月１９日
(イ) 本稼働開始日	令和９年４月　１日
(ウ) ドキュメント類納入期限	令和９年３月２２日
導入スケジュールは、落札後に本県と導入業者と検討協議の上作成すること。
1.6 [bookmark: _Toc216969708]納入場所
本調達の納入場所、品名及び数量を以下に示す。なお、各学校における設置場所は、「【資料１】設置場所一覧」を参照すること。
表1-2 納品場所、品名及び数量一覧
	
	学校名
	住所
	プロジェクタ
	スイッチ
ボックス
	ホワイトボード
張替

	1
	川越高校
	三重郡川越町豊田2302-1
	２８
	２８
	２８

	2
	伊賀白鳳高校
	伊賀市緑ケ丘西町2270-1
	２６
	２６
	２６

	3
	名張青峰高校
	名張市百合が丘東6番町1
	２４
	２４
	２４

	合　計　
	７８
	７８
	７８



1.7 [bookmark: _Toc216969709]付帯作業
(1) すべての納入機器や設備等の搬入、既存機器の取り外し・運搬、組み立て・設置、動作確認及びこれらに関連する業務を付帯作業の範囲とする。
(2) 本業務の実施にあたっては、電子黒板機能付きプロジェクタ整備に 必要な現地調査を含むこと。
(3) 付帯作業において納入機器とは別に必要となる機器およびソフトウェア製品がある場合は、その調達ならびに実施場所の確保等について、納入業者の負担とする。
(4) ユーザ登録及びライセンス認証など初期セットアップを実施すること
(5) 設置機器には機器名およびIPアドレスを記載したラベルを貼り付けること。
(6) 納入機器のソフトウェア（ファームウェアを含む）については、納入時点での最新のパッチファイルもインストールもしくはアップデートすること。
(7) 納入機器の稼動に必要なソフトウェア等のチューニング等の技術支援についても、 本県からの依頼に基づき確実に実施すること。


2 [bookmark: _Toc216969710]納入機器の仕様
2.1 [bookmark: _Toc216969711]機器仕様
(1) 電子黒板機能付きプロジェクタ
	項目
	内容

	形式
	超単焦点電子黒板機能付プロジェクタ

	明るさ
	4,000lm以上

	光源
	レーザー光源

	インターフェース
	HDMI×3以上

	ネットワーク機能
	無線LAN 接続機能を有し、Epson iProjectionを利用し Windows、iPad、Chromebook から接続できること。
ただし無線LAN接続機能を内蔵していない場合、外部ユニットを使用してWindows、iPad、Chromebookと接続できることでも可とする。この場合、外部ユニットを都度接続することなく設置でき、外部ユニットはプロジェクタ本体より電源共有ができること。

	解像度
	WXGA（1280×800）以上

	方式
	3LCD方式

	スピーカー
	10W以上

	消費電力
	400W以下

	重量
	10kg以下

	保証
	オンサイトでの5年間の無償修理、代替機交換に対応すること

	備考
	湾曲歪み補正を有すること



(2) スイッチボックス
	項目
	内容

	形式
	スイッチボックス

	インターフェース
	HDMI×2以上

	消費電力
	20W以下

	質量
	2kg以下

	保守
	初期不良に対応すること

	備考
	端末接続用のHDMIケーブル（5m）およびHDMI⇒Type-C変換アダプタを含むこと



(3) ホワイトボード張替
	項目
	内容

	形式
	プロジェクタ投影対応ホワイトボード

	サイズ
	4500×1200程度
詳細なサイズは各校にて計測すること

	備考
	マグネット利用が可能なこと


2.2 [bookmark: _Toc216969712]設置要件
(1) 既存機器が設置されている場合には、取り外しに係る業務も本調達の範囲に内にて行うこと。
(2) 壁掛け用金具および本体からスイッチボックスへのケーブルは、今後５年以上の利用に耐えれる状態であれば流用して構わない。
(3) 新規の設置教室への設置は、電子黒板機能付きプロジェクタは各教室の壁面に壁掛け金具により設置を行い、電源コードは壁面配線用モールを使用の上、電源コンセントを増設し、接続すること。また電子黒板機能付きプロジェクタとスイッチボックスの間は、HDMIが２系統以上利用できるよう接続すること。
(4) 既設の無線LANと接続し、端末からの映像等を投影できるようにすること。
(5) 機器設置工事は、担当職員及び関連事業者と十分協議のうえ作業を行うこと。

2.3 [bookmark: _Toc216969713]信頼性要件
(1) 納入機器は国内同規模案件の実績を多数有する製品であること。
(2) 機器の相互接続において、問題なく機能の利用ができること。問題が発生した場合はメーカーサポートにより解決ができる製品であること。
(3) 国内に保守拠点をもち、故障の際には遅くとも２、３日内に問題が解決されるメーカー製品であること。
(4) ベンダーロックがなく、別途保守事業者によるサポート依頼やファームウェア等バージョンアップが可能な製品であること。

3 [bookmark: _Toc216969714]納入システムの設計構築等
3.1 [bookmark: _Toc216969715]調達システムの設計構築要件
(1) 本調達にて納入されるシステムは、授業を円滑に実施できることが前提となる。
(2) 各機器、ソフトウェアは実績（安定稼働の実績）があるバージョンとすること。
(3) 本調達に必要となるユーザ登録手続き等を行うこと。

3.2 [bookmark: _Toc216969716]設計構築時における留意事項
(1) 設置工事については、担当職員、関連事業者と十分協議のうえ作業を行うこと。

4 [bookmark: _Toc216969717]サポート要件
4.1 [bookmark: _Toc216969718]サポート対応
(1) 開庁日の8:30～17:15にサポート対応を行う窓口を用意すること。
(2) 各校の教職員及び本県職員からの納品機器に関する問い合わせに対応すること。
(3) 納品機器が保証期間中に故障した際には修理対応を行うこと。


5 [bookmark: _Toc216969719]付帯作業
5.1 [bookmark: _Toc216969720]説明会
納入機器においては、運用管理業務を原則、各学校教職員が行うことを前提としている。納品後に各学校教職員に対し各機器の操作および維持管理作業の説明を行い、その内容をまとめた資料を提供すること。

5.2 [bookmark: _Toc216969721]梱包材等の取り扱い
機器納入時等に発生した不要と判断する梱包材等について関係法令に従い適切に処分を行うこと。なお各校が必要と判断した物品は各校が指示する場所へ保管すること。

5.3 [bookmark: _Toc216969722]既存機器の取り扱い
既存機器であるプロジェクタ本体およびスイッチボックスは、本県が指示する場所へ運搬すること。なお各校が必要と判断した場合には、各校が指示する場所へ保管すること。

6 [bookmark: _Toc216969723]成果物
6.1 [bookmark: _Toc216969724]ドキュメントの納入
機器納入に向けた各工程の計画、成果を示すドキュメントを作成すること。
本業務にて作成する各種ドキュメントについては、以下のとおりとする。
表6-1 ドキュメント一覧
	
	フェーズ
	ドキュメント名
	内容

	1
	構築
	プロジェクト計画書
	作業工程及び作業内容を定義したもの

	
	
	進捗管理簿
	本調達の開始から完了までの全体スケジュール、作業工程等の進捗状況を確認できるもの

	
	
	体制表
	本調達に関わる要員及び役割について記載したもの

	2
	運用
	操作マニュアル
	本県の運用に応じた機器の操作方法を説明したもの。

	
	
	維持管理マニュアル
	機器の維持管理や、機器障害時のサポート方法などを

	3
	その他
	議事録
	本県への引渡し完了までの打合せにて作成した議事録




7 [bookmark: _Toc216969725]その他
7.1 [bookmark: _Toc216969726]全般的な注意事項
(1) 本業務にて課題管理が明確にできる体制を整え、要員の役割（責任者、担当窓口等）を明確にし、本県に明示すること。
(2) 納入機器の設定・障害対応が十分可能な従事者とし、従事者の氏名、および、その他必要な事項を本県に事前に通知すること。なお、従事者を変更する場合は、十分な引継ぎを行い業務に支障をきたさないようにすること。
(3) 契約締結後、速やかに納入計画書を作成の上、本県の承認を得ること。また、ハードウェア等の詳細仕様、設置平面図・立面図、電源容量、搬入計画等の資料を速やかに提示すること。
(4) 本契約について、契約書、および、仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必要な事項については、納入業者が責任を持って対応すること。
(5) 本仕様書に記載されている全ての作業に対し、いかなるケースにおいても本県に対し、別途費用を請求することはできない。ただし、本県の要求仕様変更が生じた場合については別途協議を行うこととする。
(6) 機器納入を行う上で必要となる関係部局、関係機関との調整用資料等を作成し、必要に応じて打合せ等に出席すること。
(7) 必要に応じ、本県に関わるネットワーク業者、ハードウェア業者および、その他関連するシステムの委託業者もしくは保守業者等と調整、確認を行うこと。
(8) 機器納入に伴う付帯作業等に対する瑕疵担保期間は、本県の検査終了後１年間とし、その期間内は速やかに対応すること。
(9) 機器納入に伴う構築・運用に際しては、三重県が定めた情報セキュリティポリシー、個人情報保護条例等、各種規定を遵守すること。
(10) 納入業者は、何人に対しても、受託期間中、または、受託期間終了後を問わず、業務上知りえた本県の業務の一切を漏らしてはならない。
(11) 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、本県と協議をすること。
(12) 本仕様書に記載されていない事項は、本県の指示に従うこと。
(13) 納入業者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
1 断固として不当介入を拒否すること。
2 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
3 本県に報告すること。
4 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、本県と協議を行なうこと。
(14) 納入業者が（ス)の②又は③の義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除要綱第７条の規定により三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じること。

2
